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第 1章 策定方針 
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は じ め に 

 

 

 

 

“さんごの島”の意味を持つ｢うるま｣。その名の通り本市                                             

には美しい海、島しょ地域の自然、世界遺産の勝連城跡に代 

表される歴史文化遺産など、多彩で美しい景観が数多くありま 

す。これら先人たちがつくり、まもり、育ててきた美しいうる 

まの景観は、私たちの生活に潤いと安らぎを与え、郷土に対す 

る誇りと愛着を育てる、市民共有の財産であり、次代に引き継い 

でいくことは、現代に生きる我々市民一人一人の責務であります。 

本市ではその理念に基づき、平成 21 年 10 月１日に景観行政団体となり、平成 23

年 3月、良好な景観形成のため「うるま市景観計画」を策定いたしました。 

景観づくりの総合的な指針となる景観計画に基づき、良好な景観形成の誘導を図る

とともに、平成 23年度に「第１回うるま市景観賞」を開催して以来、市民の皆さまの

景観に対する意識啓発を図ってまいりました。 

また、平成 27年 10月には世界遺産「勝連城跡」のお膝元である勝連南風原地区に

おいて「景観地区」の指定を行い、本市の景観づくりの先導的役割を果たすよう、良

好な景観形成に取り組んでおります。 

その一方で、豊かで活力あるまちづくりを推進し、様々な課題に対応していくため、

平成 29年 6月に景観計画の改定を行いました。 

本市では、新たな景観計画に基づき、これまで以上に良好な景観形成に積極的に取

り組んでまいります。誰もが誇れる景観の実現に向けて、市民並びに事業者の皆さま

のご協力を心からお願い致します。 

結びに、景観計画改定にあたり、市民の皆さまをはじめ、うるま市景観みどり審議

会委員並びにうるま市都市計画審議会委員の皆さまから貴重なご意見とご提言を賜り、

心から感謝を申し上げます。 

 

                              平成 29年 6月 

 

 

うるま市長 

島袋 俊夫 
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